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近年、外国人観光客の増加により日本のグローバル化の進行は加速している。

また、入国管理法が改正され移民の受け入れを実質認め、外国人が日本で就

労する体制が整ってきているところである。

子どもたちが将来、外国人と共に仕事をすること、外国人を雇用することが

大いに想定される。

現在、小学校では５年生・６年生の外国語の授業が必修化され、さらに３年

生・４年生についても２０２０年度より外国語の授業が必修化される見通しと

なり、将来の外国人に対する語学の方向性はつけられたものと考える。

しかしながら、それに答えるべく、生きた外国語を教える体制が構築されて

いない。

現在、市単独費用により外国人講師を採用し授業を行っているが、１校に１

人を配置することが財政上難しい自治体が多く存在する。今後の教育指針から

も１校に１人の配置は必須であると考える。

このことから、国・県の財政支援をもってＡＬＴまたは外国語専任講師の１

校１人の配置が可能となるよう強く要望する。


